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近
年
、
社
会
情
勢
の
急
激
な
変

化
に
よ
り
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
は
多

様
化
・
高
度
化
し
、
ま
た
、
経
済

情
勢
は
か
つ
て
の
右
肩
上
が
り
の

財
政
構
造
は
期
待
で
き
な
い
状
況

に
あ
り
、
本
市
の
財
政
も
極
め
て

厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
新
市
建
設
計

画
に
お
け
る
基
本
理
念
『
ひ
と
、

自
然
、
文
化
き
ら
め
く
未
来
都
市
』

に
向
け
て
、
市
民
に
対
す
る
サ
ー

ビ
ス
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め

に
は
、
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
抜
本

的
な
改
革
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

職
員
自
ら
意
識
改
革
に
取
り
組
ま

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
行
政
改
革
を
通
じ
て
、

行
財
政
運
営
に
民
間
企
業
の
経
営

理
念
・
手
法
を
可
能
な
限
り
導
入

し
、
歳
入
の
確
保
・
歳
出
の
抑
制

に
努
め
、
財
政
の
健
全
化
を
推
進

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
は
、
市
民
が
市
政
に
主
体

的
・
積
極
的
に
参
画
し
協
働
す
る

こ
と
に
よ
り
、
地
方
分
権
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
市
政
の
発
展
に
努
め

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

行
政
改
革
と
は
、
地
方
分
権
の

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
、
簡
素
で
効

率
的
な
市
政
の
実
現
を
推
進
す
る

た
め
に
行
う
も
の
で
す
。

こ
の
行
政
改
革
の
指
針
と
な
る

も
の
が
行
政
改
革
大
綱
で
す
。

行
政
改
革
の
推
進
に
当
た
り
、

市
で
は
５
月
20
日
、
宇
城
市
行
政

改
革
推
進
本
部
（
本
部
長
・
飯
田

哲
也
助
役
）
を
設
置
し
ま
し
た
。

ま
た
、
行
政
改
革
大
綱
策
定
の

基
礎
資
料
と
す
る
た
め
、
全
職
員

を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
。
併
せ
て
、
行
政
改
革
推

進
に
取
り
組
む
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
「
宇
城
市
行
政
改
革

策
定
検
討
委
員
会
」
を
、
職
員
か

ら
公
募
し
設
置
し
ま
し
た
。

構
成
は
、
行
政
改
革
、
財
政
改

革
、
意
識
改
革
の
３
班
（
１
班
10

人
）
で
、
役
割
分
担
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
行
政
改
革
班
…
組
織
機
構
の
見

直
し
、
事
務
事
業
の
見
直
し
、
業

務
の
見
直
し

②
財
政
改
革
班
…
行
政
コ
ス
ト
の

削
減
、
歳
入
に
見
合
う
財
政
規
模
、

財
政
基
盤
の
強
化

③
意
識
改
革
班
…
人
材
育
成
、
住

民
自
治
の
充
実

６
月
７
日
に
第
１
回
検
討
委
員

会
会
議
を
開
き
、
以
後
、
２
カ
月

に
わ
た
り
班
別
に
協
議
を
重
ね
、

行
政
改
革
大
綱
お
よ
び
行
政
改
革

実
施
計
画
書
の
素
案
が
ま
と
ま
り

ま
し
た
。

そ
し
て
、
学
識
経
験
者
や
各
種

団
体
代
表
者
な
ど
各
分
野
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
14
人
で
つ
く
る
宇
城
市

行
政
改
革
審
議
会
（
山
中
建
次
会

長
）
へ
諮
問
。
審
議
会
の
修
正
、

加
筆
等
を
経
て
、
９
月
１
日
に
阿

曽
田
清
市
長
へ
答
申
し
ま
し
た
。

こ
の
大
綱
の
実
施
期
間
は
17
年

度
か
ら
21
年
度
の
５
年
間
で
、
毎

年
見
直
し
を
行
い
、
実
施
計
画
に

は
可
能
な
限
り
実
施
年
度
や
数
値

目
標
を
掲
げ
て
取
り
組
み
ま
す
。

経
済
の
高
度
成
長
が
見
込
ま
れ

な
い
今
日
、
将
来
に
向
け
て
持
続

可
能
な
発
展
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
「
運
営
」
と
い
う
考

え
方
か
ら
「
経
営
」
と
い
う
考
え

方
に
転
換
し
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

市
民
の
信
頼
と
期
待
に
答
え
て

い
く
た
め
に
も
実
施
に
当
た
っ
て

は
、「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効

果
を
挙
げ
る
」
よ
う
、
次
の
４
つ

の
基
本
方
針
と
９
つ
の
重
点
項
目

こ
の
た
び
、
宇
城
市
行
政
改
革

審
議
会
委
員
と
し
て
委
嘱
を
受
け

ま
し
た
山
中
で
す
。

審
議
会
は
学
識
経
験
を
有
す
る

人
や
各
種
団
体
の
代
表
者
な
ど
の

14
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
主
な
役
割
は
、
行
財
政
改

革
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査

審
議
す
る
こ
と
で
す
。

審
議
会
の
こ
れ
ま
で
の
経
過
と

し
ま
し
て
は
、
８
月
23
日
に
第
１

回
審
議
会
を
開
催
。
市
長
か
ら
諮

問
を
受
け
、
行
政
改
革
大
綱
お
よ

び
行
政
改
革
実
施
計
画
の
案
に
つ

い
て
検
討
・
協
議
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
８
月
29
日
の
第
２
回
審

議
会
で
、
具
体
的
な
取
り
組
み
な

ど
に
つ
い
て
も
検
討
・
協
議
を
重

ね
ま
し
た
。
こ
の
会
議
の
中
で
、

「
職
員
の
削
減
計
画
は
５
年
間
を

３
年
間
に
短
縮
で
き
な
い
か
」

「
市
役
所
の
課
の
配
置
を
分
か
り

や
す
く
し
て
ほ
し
い
」「
人
事
評

価
制
度
の
導
入
で
優
秀
な
人
材
を

登
用
し
、
降
格
人
事
も
や
る
べ
き

で
あ
る
」「
自
動
交
付
機
の
導
入

を
進
め
て
ほ
し
い
」「
施
設
の
民
営

化
を
も
っ
と
進
め
て
ほ
し
い
」
な

ど
、
各
委
員
か
ら
積
極
的
に
意
見

や
要
望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
９
月
１
日
の
第
３
回

審
議
会
で
答
申
案
を
取
り
ま
と
め
、

市
長
へ
の
答
申
を
終
え
ま
し
た
。

行
財
政
改
革
の
実
施
に
当
た
り

市
に
求
め
る
こ
と
は
、
市
民
と
協

働
し
て
、
ま
た
広
域
的
な
連
携
を

図
り
な
が
ら
、
最
少
の
経
費
で
最

大
の
効
果
を
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
、

効
果
的
な
改
革
に
努
め
て
ほ
し
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
行
政
改
革
大
綱
が
、
地
方

分
権
時
代
の
新
し
い
社
会
情
勢
に

即
応
し
た
も
の
と
し
て
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
の
指
針
と
な
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。

（
上
表
）
に
よ
り
、
一
層
効
果
的

な
行
財
政
経
営
に
努
め
ま
す
。

１．

市
民
と
行
政
の
協
働
し
た
行

政
経
営
…
市
民
全
体
の
公
平
性
を

考
慮
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
積

極
的
に
推
進
し
ま
す
。

２．

効
果
的
な
行
政
経
営
…
事
務

事
業
評
価
シ
ス
テ
ム
の
対
象
を
拡

大
す
る
と
と
も
に
、
職
員
自
ら
が

正
し
く
評
価
し
、
常
に
「
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ

プ

ラ

ン

（
計
画
）」
―
「
Ｄ
ｏ

ド

ゥ

（
実
行
）」

―
「
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ

チ

ェ

ッ

ク

（
評
価
）」
―

「
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

ア

ク

シ

ョ

ン

（
改
善
）」
の
改

革
サ
イ
ク
ル
の
定
着
を
進
め
、
効

果
的
な
行
財
政
運
営
を
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

３．

健
全
な
財
政
運
営
…
今
後
、

行
政
が
行
う
べ
き
事
業
か
否
か
を

十
分
検
討
し
、
民
間
に
任
せ
た
方

が
効
果
的
な
も
の
は
積
極
的
に
民

間
に
委
ね
、
ま
た
、
民
間
活
力
の

活
用
も
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

４．

時
代
に
即
し
た
組
織
と
人
材

育
成
…
柔
軟
で
効
率
的
な
組
織
・

機
構
を
編
成
し
、
ま
た
、
職
員
の

主
体
的
な
創
意
工
夫
を
引
き
出
す

こ
と
の
で
き
る
仕
組
み
を
設
け
、

職
員
の
意
識
改
革
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。
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宇城市行政改革審議会委員

会　長 山中 建次（宇城市嘱託員会長）
副会長 長谷川京子（小川町商工会理事）
三角　隆史（三角町商工会青年部長）
米田　　檀（元ＰＴＡ役員）
森脇　伸一（行政相談員）
姉川　優子（民生児童委員）
芥川　晴光（異業種交流団体

「わさもん塾」会長）
北村　智子（体育推進員）
岡崎　弘憲（ＪＡ熊本うき小川地区

ポンカン部会長）
石井ミドリ（地域婦人会）
村田　和子（地域婦人会）
嘉永　湯世（会社専務取締役）
栗谷　利夫（近代経営研究所代表）
田村　國行（松合町並み保存会理事）

宇城市行政改革審議会
会長　山中建次

９つの重点項目�行政経営に当たっては、４つの基本方針に基づき新たなる視点での推進�
を図るため、次の９つの重点項目について改革を推進していきます。�

（１）効果的な組織・機構の編成�

①組織・機構の簡素合理化�
②総合調整機能の強化�
③関連窓口の適正配置および窓口サービスの向上�

（２）効率的な事務事業の推進�

①施策・事務事業の適正な選択・評価�
②事務手続き等の簡素合理化による事務の迅速化�
③行政の守備範囲の再点検�
④施設の統廃合・複合化�
⑤効率的な民間委託の推進�

（３）定数管理および給与の適正化�

①定数管理の適正化�
②給与制度の適正化�

（４）職員の能力開発等の強化�

①自己研鑽意識および目的意識の確立�
②人材育成の強化�
③職員提案制度の確立�
④管理監督者の能力開発�
⑤多様な人材の確保�

（５）ＩＴを活用した行政サービスの向上�

①ノンストップサービスの段階的実施�
②インターネットを活用した情報提供の充実�
③文書管理システム導入の検討�

（６）公共施設の適正な管理・運営�

①計画的な施設整備�
②効果的な施設運営�

（７）開かれた市政の推進�

①行政手続きの明確化�
②情報の提供・公開の推進�

（８）市民と協働した行政経営の推進�

①市民参画の促進�
②外部有識者の活用�

（９）財政の健全化�

①自主財源の確保�
②経常経費の抑制�
③補助金・負担金の適正化�
④受益者負担の適正化�
⑤公共工事のコスト縮減�
⑥広域市町間の連携�


